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羽田空港の機能強化等に関する要望書への回答及び協議について

羽田空港の機能強化につきましては、8月 8日 に 2020年 3月 29日 の夏ダイヤ

から新飛行経路による運用開始及び国際線の増便を実施するとの発表がござい

ました。

空港と地域が共存共栄の関係を築いていくためには、区民に対 してより詳細か

つ具体的な情報提供が必要で
―
あることから、平成 31年 1月 30日 付け 30空空発

第 10525号により3度 目の要望書 .を提出させていただいてお ります。

7月 30日 に開催 されま した「羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連

絡会」におきまして、当区がこの間、国土‐交通大臣宛てに提出 してきた要望書等

の経緯を踏まえた回答があり、評価 したいと考えてお りますが、未だ回答されて

いない項 目もございます。

また、羽田空港の滑走路運用等につきましては、平成 22年 5月 14日 付け国空

環第 11号国土交通省航空局長通知『「D清走路供用後の東京国際空港の運用につ

いて」に対する回答について (回答)』 という文書をもつて貴省 との間で確認 し

てお り、本文書第 6項において、当区に関連する部分を変更 しようとする場合、

当区と協議するものとされてお ります。

つきま しては、要望書に対 してご回答をいただくとともに、8月 8日 に貴省が

公表 した内容を踏まえ、離着陸ルー ト等における当区に関連する部分の協議を進

めることを求めます。

ご対応いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


